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第16回 新潟医療福祉学会学術集会

医療ソーシャルワーク部門における人材育

成システムの成果分析～第三者的立場から

の検証～ 

 
 
佐藤はるみ 1)、河野聖夫 2)、星龍実 3)、押見将孝 3) 

1) 居宅介護支援事業所たきべ野 

2) 新潟医療福祉大学社会福祉学科 

3) 新潟市民病院 患者総合支援センタースワンプラザ 

 

【背景・目的】近年の医療制度の動向の中で、病院を中心

とする医療機関への医療ソーシャルワーカーの増員や複

数配置が進み、組織内での人材育成や教育の実践が必要か

つ不可欠な取り組みとして業務に組み込まれてきている。

しかしながら、医療ソーシャルワーカーの臨床実践場面に

おいては、いまだ経験的な指導・教育が図られていること

が多く、人材育成への明確な取り組みが体系的になされて

いる機関（病院等）は限定的である。 

A 病院では、医療ソーシャルワーカーの新採用と複数配

置が進み、組織内での人材育成や教育の実践が急務の課題

となり、院内教育講師（スーパーバイザー）を招聘して教

育指導体制の構築を図るとともに、人材育成ラダーの試行

的な導入によって、統括的な指導体制の確立が図られた。 

本研究では、第三者的立場から A病院で実施された院内

教育体制下における教育の内容や過程の影響を、検証した。 

 

【方法】指導対象者（A病院の全医療福祉相談員の内、同

意した者）に対するインタビュー調査を３回（指導開始時

期、経過途上、期間終了時）、各自 1 時間程度で実施した

内容を IC レコーダーに録音し、修正版グラウンデッド・

セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いてデータ分析をし

た。この際、収集されたデータは担当者のみが取り扱うこ

ととし、また、院内教育講師が行った指導内容と調査デー

タは、調査期間において担当者には開示されないこととし

た。調査の対象期間は平成 25 年度～26 年度の 2年間。 

なお、本研究は、新潟医療福祉大学倫理委員会およびＡ

病院倫理委員会の承認を得ている。 

 

【結果】分析の結果、30 種類の概念を抽出し 15 個のサブ

カテゴリーと９個のカテゴリーが生成された。 

医療ソーシャルワーカーの【実務経験のあゆみ】は、[指

導者不在の新人時代]を過ごし、育成過程の場や機会など

なく[自己成長]に委ねられていた。【時代変容の中での人

材育成】が業務に組み込まれるが、育成過程未経験である

ことが[現任職員による育成の壁]となり、職場での[人材

育成の体制づくり]が必須となった。人材育成システムが

導入された【恵まれた環境】の元で、 [専門性の再確認][知

識と気づきの注入][意識した実践と振り返り]が行われ

【「学び」時代が始まる】。 [役割遂行の再考]が行われ【職

場の活性】化となった。 2 年間の取り組みが積み重なり

[ラダーの理解と実践の促進]が図られ[成長を自覚でき

る]ようになり【実践の深化へ】といざなった。 [重層的

スーパービジョン体制]が整い[組織としての対応力が向

上]し、【人が学び育つ職場環境】が構築された。さらに【「求

められるＭＳＷ像」の熟考】の機会となり【体制変革に応

える力が培う】というプロセスが示された。（ 図１） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【考察】定期的、継続的な院内学習会開催により、各人が

テーマに添った課題に基づき、学術的講義による知識の獲

得と意識づけした臨床実践を行い、さらにフィードバック

学習により、学習と実務が切り離されることなく体得が可

能となり、臨床能力の向上につながった。 

ラダーの導入により、実務経験者は経験知の再確認や自

身の実践レベルを知る指標となった。経験の浅い職員は、

自身が歩む道が示され一歩一歩前に進む安心を持つ事が

できた。また、全ての職員が、改めて倫理綱領や業務指針

に立ち戻り日々の業務にあたることが習慣づけられた。 

ラダーに基づくステップアップシートとステップアッ

プ目標支援シートは、具体的な目標設定や活動項目を示す

ことができ、多忙な業務の中でも自己点検を行うことが可

能となった。自己評価と面接評価により、課題への取り組

み達成度が向上した。 

また、運用にあたっての指導体制の構築により、相談の

しやすさや業務管理が明確になり、役割遂行のためチーム

や組織の活性化につながった。さらにそこから、ラダー理

解を通じての自他共に成長を自覚し、重層的スーパービジ

ョン体制が整えられていく中で、組織としての対応力が向

上し、人が学び育つ職場環境を作り上げたと考えられる。 

 

【結論】組織内人材育成の体系化において、院内教育シス

テム、ソーシャルワーカー人材育成システム、スーパービ

ジョンが複合的に機能することによる効果が示された。 

 

 

 図 1 人材育成システム導入における 

医療ソーシャルワーカーの変化のプロセス 

 
 
 

 

 

【「求められるＭＳＷ像」の熟考】 

 

 

後年１ 

【時代変容の中での人材育成】 

[現任職員による育成の壁] [人材育成の体制づくり] 

【 恵まれた環境 】[公費の活用] 

後年２

【体制変革に応える力が培う】 

【「まなび」時代の始まり】 

[専門性の再確認]  [知識と気づきの注入] 
 

[意識した実践と振り返り] 

【 人が学び育ち職場環境 】 

[重層的スーパービジョン体制 ] 

 [組織としての対応力向上] 

【 職場の活性 】 [役割遂行意識の再考] 

【 実践の深化へ 】 

 [ラダ—理解の促進]   [成長を自覚できる] 

【実務経験のあゆみ】 

[指導者不在の新人時代][自己成長] 

 

 

生活保護ケースワーカーを描いた漫画作品
における職業像の研究 
 
 

田中秀和 1) 

1) 立正大学 社会福祉学科 

 

【背景・目的】ソーシャルワーカーの職業像を解明するこ

とは、潜在的福祉ニーズの掘り起しや、将来の福祉人材確

保の点からも重要である。メディアに取り上げられること

が比較的稀な職業である社会福祉専門職が、一般に広く市

販される漫画作品の中でどのように描かれているかを多

様な視点から考察することを目的とする。 
 

【方法】研究対象として取り上げる作品の概要は以下の通

りである。作品名：「健康で文化的な最低限度の生活」作

者：柏木ハルコ 掲載雑誌：週刊ビックコミックスピリッ

ツ（小学館）2014（平成 26）年第 18 号～不定期掲載中。

2016（平成 28）年 7 月現在、単行本 3 巻まで刊行中。上

記作品の中で、描かれたソーシャルワーカーの職業像を、

ソーシャルワークの専門的見地から分析した。その際、当

該作品におけるエンターテーメント性を否定することは

しないよう、注意した。 

 

【結果】 

1)肯定的に評価される点 

ⅰ) 生活保護制度やケースワーカーの職務内容をわかり

やすく提示し、見えにくい貧困を可視化している点。  

作品の中では、生活保護制度を運用していくうえで必須の

知識である、日本国憲法第 25 条に規定されている生存権

や、生活保護法の内容についても条文を登場させ、説明を

行っている箇所がある。また、同作品では、シングルマザ

ーの受給者を登場させることにより、見ようとしなければ、

見ることができない貧困の可視化に成功している。 
ⅱ) 様々なケースを経験するなかで、生活保護ケースワー

カーが専門的力量を高めていく過程が描かれている点。 
作品では主人公が、上司等から適切な指導を受ける中で、

その専門性を高めていく過程を描いている。ソーシャルワ

ーカーの力量形成過程に関する先行研究では、「職場内で

の優れた先輩や指導者との出会い」が、ソーシャルワーカ

ーの成長に関与する一側面として取り上げられている１）。

また、その後の類似研究の中では、「職場内での優れた人

物との出会い」として提示されている２）。これらのことは、

ソーシャルワーカーが業務を遂行していくなかで、迷いと

戸惑いが生じたとき、適切に成長の契機を与えてくれる上

司等の存在が必要であることを示している。この点におい

て、本作品は、ソーシャルワーカーの成長過程を描き出す

ことに成功しているといえる。 
 
 

2)否定的に評価される点  
ソーシャルワーカーの国家資格である社会福祉士に関す

る記載がなく、その養成課程が描かれていない点。 
作品内において主人公は、当該職に就くまでの間に社会福

祉に関する勉強をしてこなかった旨の記述が多々見受け

られる。これらの記述は、生活保護ケースワーカーの専門

性やその養成過程を軽視しているように受け取られる可

能性がある。メディアの中で描かれるソーシャルワーカー

を研究対象とした先行研究では、その養成課程を取り上げ

る必要性が強調されている３）。特に、漫画作品は、これか

ら自身の進路選択を行っていくティーンエージャーが手

にしやすい媒体である。そのため、今回取り上げた作品に

おいては、生活保護ケースワーカーをはじめとするソーシ

ャルワーカーの国家資格である、社会福祉士の資格名とそ

の養成課程の記載が欠かせない。さらに、この仕事は誰で

もできる仕事ではなく、確かな専門性と教育期間が必要で

あることを読者に提示する必要性があるといえる。 
 
【考察】今回取り上げた漫画作品は、一般には見えにくい

職種のひとつである生活保護ケースワーカーを取り上げ、

専門的な知識のない一般の人々にも、わかりやすく制度や

ワーカーの職務内容を提示していた。また、主人公をはじ

めとする登場人物が、徐々にその専門的力量を高めていく

姿を描き出すことに成功していた。一方、職種の専門性に

ついて、それを養成教育課程の中で身につけていく過程や、

その必要性についての記載がなく、その点については、こ

れまでの先行研究が示しているように、改善の余地がある

と思われる。 
 
【結論】ソーシャルワーカーを描いたメディア作品が増加

することは、潜在的ニーズの掘り起しや、将来の福祉人材

確保の点からも望ましいことである。今後も、当該分野に

おける研究の進展が望まれる。 
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